
重要事項説明書 

医療法人 岐阜勤労者医療協会 

介護保険相談センターすこやか 

                 

第１条（事業の目的）  

 医療法人岐阜勤労者医療協会が開設する指定居宅介護支援事業所（以下「事業所」という。）が行

う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運

営に関する事項を定め、事業者の介護支援専門員その他の従業者（以下「介護支援専門員等」とい

う。）が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して適正な居宅介護支援事業を行うことを目

的とする。 

                                 

第２条（運営の方針） 

(1) 介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅においてその有す

る能力に応じ、自立した日常生活を営めるように支援する。 

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、公正中立な立

場で、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供

されるよう努める。これにより、利用者はサービス計画に位置付ける居宅サービス事業所の選

択においては、複数の事業所の紹介を求めることが出来る。また、その居宅サービス事業所を

居宅サービス計画書に位置付けた理由の説明を求めることが出来る。 

(3) 事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保

険施設などと連携に努める。 

 

 第３条（事業所の名称等） 

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  

(1) 名 称   介護保険相談センターすこやか 

(2) 所在地   岐阜市北山１丁目１６番１3号 

  

 第４条（従業者の職種、員数及び職務内容） 

 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。  

(1) 管理者（常勤兼務）１名 （介護支援専門員と兼務） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び、指定居宅介護支援の利用の申し込みに 

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。 

(2) 介護支援専門員 

利用者３５人に一人を標準として配置する。 

・介護支援専門員 （常勤専任） 5名 

   （常勤兼務） 2名 

         （非常勤専任）4名 

 介護支援専門員は、申請書の作成、居宅介護サービス計画の作成、その他の居宅介護支援業務の

提供を行う。 

 



第５条（営業日及び営業時間） 

 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。但し、第４土曜日、国民の祝祭日、５月１日及び、

年末年始（１２月３０日～１月３日）を除く。 

(2) 営業時間 月曜日から金曜日  午前９：００～午後５：００、 

土曜日   午前９：００～午後１２：３０とする。 

(3) 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

第６条 （居宅介護支援の内容及び、提供方法） 

 居宅介護支援の内容及び提供方法は次のとおりとする。 

(1) 居宅サービス計画の作成  

(2) 居宅サービス事業者との連絡調整  

(3) 他の指定居宅介護支援事業者との連絡調整  

(4) 指定介護保険施設との連絡調整 

(5) その他の居宅介護支援業務 

(6) 使用する課題分析表は、独自方式とする。 

(7) 利用者の相談を受ける場所は、相談室内とする。 

(8) サービス担当者会議の開催場所は、利用者宅等とする。 

(9) 介護支援専門員の居宅訪問頻度は、必要に応じて訪問することとし原則として毎月一度程度と

する。 

 

第７条（利用料等） 

(1) 指定居宅介護支援事業を実施した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、

当該指定居宅支援事業が法定代理受領サービスである時には無料とする。 

(2) 通常の事業実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、

自動車を使用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。 

 ・片道１０㎞以上～１５㎞未満    ３００円 

 ・片道１５㎞以上～２０㎞未満    ４００円 

 ・片道２０㎞以上          ５００円 

(3) 前項の費用の支払いを受ける場合には、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用

について文書で説明し、同意を得ることとする。 

 

第８条（通常の事業の実施地域） 

 通常の事業の実施地域は、岐阜市、関市のそれぞれ一部とする。 

※地域詳細は、「通常の事業地域一覧」にて表示。 

 

第９条（緊急時等における対応方法） 

 介護支援専門員は、居宅介護支援を実施中に、事故が発生した場合は必要な措置を取る。また利

用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。 

 

 



第１０条（苦情を処理する為に講ずる措置の概要） 

 管理者は、別に定める「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」に基づき利用者

からの相談や苦情等があった場合、迅速に対応する。 

利用者からの相談又は苦情等に対する担当者 

相談・苦情受付担当者 夏目 貴子    

相談・苦情解決担当者 高木 美佐江（管理者） 

連絡先 電話（０５８）２４４－３０１８ 

第１１条（非常災害対策） 

 管理者は、別に定める「消防計画」にもとづき、非常災害対策と要介護者等の安全確保に努める。

また、岐阜市地域防災計画への協力に努めることとする。 

 

第１２条（暴力団の排除） 

 岐阜市暴力団排除条例に基づいて、市と介護保険事業所が協働して、暴力団排除の推進を図るも

のとして、事業所を開設する法人の役員、事業所の管理者をはじめとする事業所の運営に従事する

者は、暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有するものであってはならない事とする。 

 

［その他運営に関する重要事項］ 

(1) 管理者は、介護支援専門員の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証が

できうる業務態勢を整備する。 

(2) 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 

(3) 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者

でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とす

る。 

(4) サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個

人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。 

(5) 病院または診療所（以下、医療機関）との連携にかかわる説明事項 

①  利用者が医療機関に入院する必要が生じた場合、介護支援専門員はその後の適切な退院支

援がおこなわれるよう、必要な医療機関との情報連携を行う。 

 利用者または家族においては、本人が医療機関への入院が必要になった場合には、医療

機関側に「担当の介護支援専門員の氏名」及び「連絡先（事業所名と電話番号）」をお知ら

せください。 

②  介護支援専門員は、居宅サービス事業所から利用者にかかわる情報の提供を受けた時、そ

の他必要と認めるときは、利用者にかかわる口腔に関する問題、薬剤状況その他の利用者

の心身または生活状況にかかわる情報のうちの必要と認めるものを、利用者の同意を得て

主治の医師、歯科医師または薬剤師に提供する場合がある。 

③  介護支援専門員は、利用者が訪問看護や通所リハビリ等の医療サービスの利用を希望した

場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師の意見を求

めることとする。この場合において、介護支援専門員は作成した該当のサービス計画書を

主治の医師または歯科医師に交付します。 

 

(6) 利用者の求めに応じて、サービス提供記録を開示する。 



(7) 運営規程及び重要事項説明書等の重要事項は常に最新の情報がインターネットで閲覧できます。 

(8) 岐阜市条例に従い、完結する記録の保存は５年間とします。 

(9) この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人岐阜勤労者医療協会と事業所

の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

［サービスご利用に際してのお願い］ 

(1) お茶やお菓子など、お心付けなどは一切ご不要です。 

(2) 訪問の際はペットをゲージに入れる、リードにつなぐなどの配慮をお願いします。 

(3) 見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職員本人の

同意を受けてください。 

(4) ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サー

ビス中止や契約を解除することもあります。 

(5) 訪問中の喫煙はご遠慮ください。 

 

［サービス利用にあたっての禁止事項について］ 

(1) 事業者の職員に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

(2) パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為。 

(3) サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること。 

 

附 則 

平成 30年   5月 1日～施行（第１版） 

平成 30年 12月 1日～施行（第 2版） 

令和元年    7月 1日～施行（第 3版） 

 

通常の事業地域一覧  

 

岐阜市 
岐阜市地域包括支援センター東部 

岐阜市地域包括支援センター北東部 

○岩・芥見・芥見東・芥見南 

○藍川・三輪南・三輪北 

関市 関市中央第 3地域包括支援センター ○西部地区・瀬尻地区 

 



指定居宅介護支援契約書 

 

契約者          様と医療法人岐阜勤労者医療協会介護保険相談センター 

すこやかの重要事項説明書の説明を受け、これに同意し契約を結びます。 

 なお、この契約を証するため本書２通を作成し、契約者・事業所が署名押印のうえ、 

各１通保有するものとします。 

 

 

 年   月   日 

 

事業所 介護保険相談センターすこやか 

  住所  岐阜市北山１丁目１６番１３号 

  代表者 医療法人岐阜勤労者医療協会 

  理事長 岩井 雄司  ㊞ 

 

契約者 住所            

  氏名       ㊞ 

（代理人） 住所           

  氏名    （続柄 ）㊞ 

 

 

 

個人情報利用同意書 

 

  

 利用者 氏名       ㊞ 

 

 代理人 氏名     （続柄  ）㊞ 

 

 家族  氏名     （続柄     ）㊞ 

 


